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2023 年７月 19 日 

各     位 

会 社 名  ｼﾞｪｲ･ｴｽｺﾑﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社 

代表者名  代表取締役社長  大谷 利興 

コ ー ド ３７７９ 

問合せ先 業務管理統括本部 部長 丸山 博之 

（電話 03－5114－0761） 

 

（開示事項の経過）連結子会社における仮差押えの執行に関するお知らせ 

  

 2023年７月11日付「連結子会社における訴訟の提起及び仮差押えの決定に関するお知らせ」に

おいて、ソウル中央地裁より仮差押えの決定がなされたことを開示しておりましたが、当該仮差

押えの決定に従い債務者が保有する預金債権につき仮差押えが執行されましたので、お知らせい

たします。 

 

記  

 

１．仮差押え決定の概要 

（１）仮差押え命令を決定した裁判所及び年月日 

   ①裁判所：ソウル中央地方裁判所 

   ②年月日：2023年７月 10日 

（２）債権者 

   ①名 称：Smartcon inc. 

   ②住 所：大韓民国ソウル市江南区テヘラン路 418 

   ③代表者：代表理事  尹 喜重 

（３）債務者 

   ①名 称：ｅ商品券 

   ②住 所：107 Jincheon-ro, Dalseo-gu, Daegu, Republic of Korea 

   ③代表者：代表理事  パク・ミョンオク 

（４）仮差押えの内容 

   ①請求債権の内容：第三債務者に対する未収入金の一部の 840百万ウォン（約 88百万円） 

   ②仮差押えの対象：債務者が保有する預金債権 

 

２．仮差押えの執行に伴う被保全債権の概要 

 上記決定に基づき仮差押えの執行を行いました結果、債務者が保有する預金債権のうち 8.2

百万ウォン（約 0.8百万円）の仮差押えを執行することとなりました。 

 

３．今後の見通し 

 今後につきましては、2023 年７月 11 日付「連結子会社における訴訟の提起及び仮差押えの

決定に関するお知らせ」で開示している訴訟に加えて、上記債務者に対する訴訟も含めた法的

対応を引き続き行ってまいります。また、本件に関する 2024 年３月期連結業績に与える影響は現

在精査中であり、今後公表すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。 

以 上 


